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五

両
法
制
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比
較
検
討
と
そ
の
示
唆

四

現
行
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
会
社
法
に
お
け
る
一
人
会
社
の
規
制

( 

一、・〆

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
会
社
法
の
実
質
的
統
一
と
私
会
社
制
度
の
変
遷

(1) 
連
邦
会
社
法
制
定
を
通
じ
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
会
社
法
の
実
質
的
統

現
在
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
周
知
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
か
ら
脱
却
し
た
連
邦
制
の
国
家
で
あ
り
、

ニュ

l
・
サ
ウ
ス
・
ウ

エ
ー
ル
ズ
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
、
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
、
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
タ
ス
マ
ニ
ア
の
六
州

3
E
z
a
と、

首
都
特
別
地
域
(
〉
5
可
m-Uロ
打
者
詐
乙
叶
R
円
件
。
弓
)
、
北
部
特
別
地
域

(
Z。
3
F
0
5
4
2
ユZ
弓
)

お
よ
び
パ
ブ
ア
・
ニ
ュ

l
ギ
ニ
ア

(同，

q
号
。
弓
。
町
田

ν
8
5
自己
Z
O君
。

E
R同
)
の
三
つ
の
準
州
(
、
H
，

q
号
。
ュ

2)
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
会
社
立
法
権
は
、
憲

法
上
こ
れ
ら
各
州
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
各
州
ご
と
に
会
社
法
が
制
定
さ
れ
て
き
た
が
、
州
法
の
規
制
内
容
が

異
な
る
こ
と
に
よ
る
企
業
活
動
の
支
障
を
除
去
す
る
目
的
で

一
九
六
一
年
か
ら
一
九
六
三
年
に
か
け
て
各
州
が
立
法
モ
デ
ル
と
し
て
の

統
一
会
社
法
(
白
色

O
B
E
S
E
-
g
E
)
に
も
と
づ
く
州
会
社
法
を
可
決
成
立
さ
せ
、
ま
た
準
州
に
は
連
邦
政
府
が
ほ
ぼ
同
一
内
容

(1) 

の
会
社
勅
令
(
円
。
B
E
E
S
O丘
-ERg)
を
制
定
し
て
統
一
を
図
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

し
か
し
、
統
一
法
は
当
初
は
画
期
的
な
成
果
と
い
わ
れ
た
が
、

そ
の
後
の
経
験
は
、
改
革
を
さ
ほ
ど
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
技
術
的
に
も
失
敗
で
あ
り
、
不
完
全
な
法
の
統
一
は
そ
の
時
点
で
の
可
能
性
を
示
す
以
上
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
と
評

(2) 

さ
れ
て
い
る
。
特
に
投
資
者
保
護
の
点
で
欠
陥
を
露
呈
し
た
こ
と
か
ら
、
同
法
の
問
題
点
を
検
討
し
た
イ
l
グ
ル
ス
ト
ン
委
員
会
日
mm-0・

件
。
ロ
円
。
5
5
E
0
0
)
報
告
書
の
勧
告
の
多
く
が

一
九
七
一
年
か
ら
一
九
七
二
年
に
か
け
て
立
法
化
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
統
一
を
維
持
す

る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
関
す
る
統
一
立
法
と
は
異
な
る
幾
つ
か
の
離
脱
が
あ
り
、
ま
た
ニ
ュ
!
・
サ
ウ
ス
・



ウ
ェ

l
ル
ズ
州
は
他
の
州
法
と
は
異
な
る
規
定
を
採
択
し
た
。
さ
ら
に
証
券
業
や
証
券
取
引
に
関
し
て
連
邦
レ
ベ
ル
と
州
と
で
別
個
の
立

法
が
な
さ
れ
た
こ
と
や
、
連
邦
政
府
に
よ
る
一
方
的
な
全
国
会
社
法
制
定
の
試
み
な
ど
を
経
て
、

一
九
八
九
年
に
連
邦
議
会
は
州
の
協
力

を
必
要
と
し
な
い
会
社
お
よ
び
証
券
に
関
す
る
全
国
立
法
と
し
て
の
一
九
八
九
年
連
邦
会
社
法

(ho弓
o
E昨日
0
5
〉
旦
)
と
、
同
時
に
会
社

規
制
を
管
轄
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
証
券
委
員
会
法
(
〉

5
可

mwEロ
ω
R己ユ昨日
g
n。
5
5円

g
Zロ
〉
n
H
)

と
を
制
定
し
た
。

」
れ
に
対
し

ニ
ュ

l
・
サ
ウ
ス
・
ヴ
ェ
ー
ル
ズ
、
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
三
州
か
ら
連
邦
最
高
裁
判
所
に
対

し
連
邦
の
立
法
権
の
範
囲
を
争
う
憲
法
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
裁
判
所
は
前
記
の
連
邦
会
社
法
に
つ
き
違
憲
判
断
を
下
し
た
。
そ
の
た
め
連

邦
政
府
と
各
州
間
で
一
九
八
九
年
会
社
法
の
運
用
を
め
ぐ
っ
て
協
議
さ
れ

一
九
九

O
年
に
合
意
が
成
立
し
た
。
そ
の
結
果
、
会
社
法
お

よ
ぴ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
証
券
委
員
会
法
の
適
用
範
囲
は
首
都
特
別
地
域
に
限
定
さ
れ
る
が
、

そ
の
内
容
は
各
州
お
よ
び
北
部
特
別
地
域
に
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つ
い
て
は
州
法
お
よ
び
準
州
法
と
し
て
採
択
さ
れ
、
形
式
的
に
は
州
法
・
準
州
法
で
あ
る
が
実
質
的
に
は
連
邦
を
通
じ
て
の
会
社
法
の
統

一
が
漸
く
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
本
稿
で
は
こ
の
一
九
八
九
年
法
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
会
社
法
と
い

(
3
)
 

う
こ
と
に
す
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
会
社
法
に
お
け
る
私
会
社
制
度
の
変
遷

(

4

)

(

5

)

 

す
で
に
別
稿
で
紹
介
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
私
会
社
(
胃
c胃
ぽ

g
弓
8
5
E
H
q
)
制
度
の
法
定
は
、
意
外

(
2
)
 

に
も
イ
ギ
リ
ス
法
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
八
六
二
年
の
会
社
法
に
も
と
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
多
く
の
株
主
数
の

少
な
い
会
社
が
、
株
式
を
公
募
す
る
こ
と
も
な
く
株
式
の
譲
、
渡
を
制
限
し
て
活
動
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
私
会
社
守
ユ

S
Z
8
5
E

℃
山
口
可
)
と
い
う
概
念
は
す
で
に
一
八
六

0
年
代
か
ら
経
済
社
会
に
お
い
て
ひ
ろ
く
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
法
形
態
と
し
て
法
認
し

た
の
は
一
九

O
七
年
の
会
社
法
で
あ
っ
た
。
会
社
企
業
の
実
態
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
同
様
で
あ
っ
た
か
ら
、

一
八
九
五
年
に
公
表
さ

れ
た
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
改
正
に
関
す
る
デ
1
ヴ
ィ
委
員
会
(
ロ
ω認
可
打
。

B
5
5
2
)
の
勧
告
を
い
ち
は
や
く
一
八
九
六
年
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
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ア
州
会
社
法
が
採
択
し
て
、
会
社
を
公
募
会
社
守
口
E
n
g
B宮
口
可
)
と
私
会
社
に
区
分
し
て
、
私
会
社
制
度
を
法
定
し
て
以
来
、
他
州

法
に
も
そ
れ
が
急
速
に
普
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

も
っ
と
も
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
会
社
の
基
本
形
態
が
、
株
式
会
社

(
8
5宮
ロ
可
ロ
5
5
ι
σ
可
各
釦
話
回
)
と
保
証
有
限
責
任
会

社

(
8
5匂
山
口
可
ロ

BRoaσ
可
m
z
Eロ
件
。
。
)
お
よ
び
無
限
責
任
会
社
(
ロ
ロ
ロ

B
-
s
a
n
O
B
U
S
-
-
で
あ
る
こ
と
は
、
他
の
英
法
系
諸
国
法
の

(7) 

場
合
と
同
一
で
あ
る
。
当
時
は
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
会
社
に
つ
い
て
、
株
式
や
社
債
の
公
募
が
で
き
る
公
募
会
社
と
非
公
開
の
私
会
社
の

区
分
が
適
用
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
会
社
形
態
選
択
の
実
態
を
反
映
し
て
実
質
的
に
は
株
式
会
社
の
区
分
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
も
、
他

の
諸
国
に
お
け
る
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
た
だ
、
前
記
の
一
八
九
六
年
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
法
が
定
め
た
私
会
社
の
要
件
は
、
イ
ギ
リ
ス

法
の
そ
れ
と
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
同
法
二
条
は
、
私
会
社
を
、

(i)
社
員
数
が
二
五
人
以
下
で
あ
り
、
(

U

U

)

社
員
以
外
の
者
か
ら

資
金
の
借
入
を
し
て
お
ら
ず
、
(
出
)
そ
の
商
号
の
一
部
に
私
会
社
た
る
こ
と
を
示
す

d
g匂
江
巳
自
・
可
ま
た
は
そ
の
略
語
た
る

d
q・3

の

語
を
使
用
し
、

か
つ
(
-
W
)
そ
の
他
の
若
干
の
子
続
的
要
件
を
充
た
す
も
の
を
い
う
、

と
し
て
い
た
。
社
員
数
の
制
限
が
イ
ギ
リ
ス
法
の
五

O
人
以
下
に
対
し
、
二
五
人
以
下
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、

(
8
)
 

と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
当
時
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
企
業
実
態
と
企
業
規
模
を
前
提

そ
れ
が
、
既
述
の
一
九
六
二
年
の
統
一
会
社
法
(
巴
E
P同
百
円
。
B
℃自由

g
〉
♀
)

の
も
と
で
、

一
九
四
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
な

ら
っ
て
ほ
ぽ
同
一
の
私
会
社
た
る
た
め
の
要
件
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
基
本
定
款
ま
た
は
附
属
定
款
を
も
っ
て
、

(i)
株
式
の
譲
渡
を
制
限
し
、
(

H

n

)

社
員
数
を
五

O
人
以
下
に
制
限
し

(
-
W
)
 

(
出
)
株
式
ま
た
は
社
債
の
公
募
を
禁
止
す
る
と
と
も
に

一
定
期
間
に
わ
た
る
、
も
し
く
は
払
込
の
催
告
で
支
払
わ
れ
る
金
銭
の
会
社
へ
の
預
託
を
公
衆
か
ら
受
け
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
に
商
号
の
一
部
に
私
会
社
た
る
こ
と
の
表
示
守
々
・
)
が
必
要
と
さ
れ
た

(
統
一
法
一
五
条
一
項
・
二
二
条
五
項
)
。
そ
し
て
、

こ
の
私
会
社
以
外
の
会
社
が
公
募
会
社
と
さ
れ
(
統
一
法
一
五
条
一
一
項
)
、
私
会
社
に
は
公
募
会
社
に
適
用
さ
れ
る
会
社
法
規
制
の
一
部
の



適
用
免
除
が
認
め
ら
れ
た
。

そ
れ
に
加
え
、
統
一
会
社
法
は

一
九
四
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
な
ら
い
、
こ
の
私
会
社
を
さ
ら
に
前
記
の
要
件
を
充
た
す
通
常

の
私
会
社
(
。
丘
宮
山
弓

2
5ロ
2
2
6仲
間
肖
O
七円目。
S
弓

8
5
Eミ
)
と
、
そ
れ
以
上
の
特
定
の
要
件
を
充
足
し
た
特
例
私
会
社

(20自
立

胃
。
胃
日
巾
片
山
弓

g
s
Eロ
可
)
と
に
区
分
し
、
そ
の
規
制
内
容
に
差
を
設
け
た
。
後
者
は
、
他
の
会
社
に
よ
る
外
部
か
ら
の
支
配
が
な
い
純
然

た
る
家
族
的
事
業
を
営
む
と
み
な
さ
れ
る
要
件
を
充
た
す
私
会
社
で
あ
り
(
統
一
法
五
条
七
・
八
項
)
、
公
募
会
社
だ
け
で
な
く
通
常
の
私

(
9
)
 

会
社
に
対
す
る
関
係
で
も
、
計
算
関
係
の
非
公
開
な
ど
多
く
の
規
制
の
適
用
免
除
が
認
め
ら
れ
た
。

イ
ギ
リ
ス
法
に
な
ら
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
私
会
社
の
再
区
分
を
行
っ
た
の
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
法
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
一
九
六
七
年

の
会
社
法
改
正
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
法
自
体
が
特
例
私
会
社
の
制
度
を
廃
止
し
た
後
も
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
法
は
依
然
と
し
て
こ
の
区
分
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を
と
り
続
け
た
。
し
た
が
っ
て
、

既
述
の
一
九
八
九
年
の
連
邦
会
社
法
も
、
こ
の
私
会
社
の
再
区
分
と
そ
れ
ぞ
れ
の
規
制
の
差
異
を
受
け

継
い
で
い
た
。
し
か
し
、
公
募
会
社
と
通
常
の
私
会
社
に
も
強
制
さ
れ
る
監
査
済
の
計
算
書
類
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
証
券
委
員
会
(
〉
gE

(
日
)

可
色
目
白
ロ

ω
R
R
-昨日
g
h
O
B
H
H
戸山由回目。戸〉

ω(リ
と
略
称
さ
れ
る
)
に
提
出
す
る
義
務
の
免
除
と
い
う
特
典
に
着
目
し
た
大
企
業
が
、
こ
れ
を

悪
用
す
る
弊
害
が
続
出
し
、
私
会
社
再
区
分
の
意
義
が
失
わ
れ
た
。

一
九
九
五
年
の
第
一
次
会
社
法
簡
素
化
法
(
見
出
百
円
件
打
。
召
。

z
g
F担
当
辺
自
立

5
2巴
。
ロ
〉
三
)

は
、
私
会
社
を
通
常
の

そ
こ
で
、

私
会
社
と
特
例
私
会
社
と
に
区
分
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
企
業
規
模
の
基
準
を
導
入
し
、
改
め
て
私
会
社
を
大
私
会
社
会
問
問
。
胃
O
匂氏。，

g
弓

8
5
Eミ
)
と
小
私
会
社
(
回
目
白
ロ
胃
名
門
目
立
ω弓

8
5
3ロ
可
)
と
に
区
分
し
直
し
、
後
者
に
限
っ
て
計
算
関
係
の
非
公
開
・
法
定
監

(
日
)

査
の
免
除
を
は
じ
め
と
す
る
特
典
を
与
え
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
小
私
会
社
た
る
た
め
に
は
、
以
下
の
私
会
社
一
般
の
要
件
を
充
た
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
一
定
の
規
模
の
基
準
を
充
た
す
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
こ
の
小
私
会
社
の
要
件
に
該
当
し
な
い
私
会
社
が
大
私
会
社
と
み
な
さ
れ
(
会
社
法
四
五
条
A
)
、
こ
れ
ら
私
会
社
以
外
の
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会
社
が
公
募
会
社

(
U
5
r
g
B
Eミ
)
と
さ
れ
る
(
会
社
法
九
条
)
。

ま
ず
、

一
九
九
五
年
以
降
の
現
行
法
の
も
と
で
の
私
会
社
一
般
の
要
件
と
し
て
は
、
次
の
三
つ
が
あ
る
。
第
一
は
、
私
会
社
は
、
株
式

会
社
か
、
株
式
資
本
を
有
す
る
無
限
責
任
会
社

(5--BRagBEDU1
呈
吾
印

E
g
g
-
E
C
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
会

社
法
一
一
六
条
二
項
)
。
第
二
は
、
従
業
員
以
外
の
株
主
が
五

O
人
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

(
会
社
法
一
一
六
条
二
項
b
号
)
。
私
会
社
が

こ
の
第
一
お
よ
び
第
二
の
要
件
に
違
反
し
た
と
き
は
、
証
券
委
員
会
は
公
募
会
社
へ
の
転
換
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
(
会
社
法
一
七

O

条
)
。
第
三
は
、
会
社
法
第
七
章
(
証
券
)
第
七
・
二
部
に
も
と
づ
く
証
券
発
行
の
た
め
の
目
論
見
書
の
届
出
を
要
す
る
よ
う
な
活
動
を
し

て
は
な
ら
な
い
(
会
社
法
一
一
六
条
四
項
)
。
こ
れ
ら
は
法
定
の
要
件
で
あ
り
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
会
社
が
私
会
社
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

そ
の
商
号
の
末
尾
の
「
有
限
責
任
」
(
ピ

5
5
P
E己・)
の
語
の
直
前
に
、
私
会
社
た
る
こ
と
を
示
す
れ
喝
さ
官
庁
E
弓
ョ
も
し
く
は
そ
の

略
語
で
あ
る
な
司

q
・3

の
表
示
を
付
記
す
る
こ
と
を
要
す
る
(
会
社
法
三
六
八
条
三
項
)
。
無
限
責
任
の
私
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
商
号

の
末
尾
に

4
q・3

の
語
の
み
を
付
記
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
私
会
社
一
般
の
要
件
を
充
た
し
た
会
社
に
は
、

(ロ)

れ
る
。
す
な
わ
ち
、

以
下
の
よ
う
な
主
要
な
特
則
お
よ
び
会
社
法
の
規
制
の
適
用
免
除
が
認
め
ら

(

1

)

公
募
会
社
を
設
立
す
る
に
は
基
本
社
員
た
る
基
本
定
款
署
名
者
(
田
口
ぴ
m
n
Z
U
0
2
0
岱
2
5
5
c
Eロ
E
B
)
が
五
人
以
上
存
在
す
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
(
会
社
法
一
一
四
条
二
項
)
、
私
会
社
の
場
合
は
一
人
で
足
り
る
(
会
社
法
一
一
四
条
一
項
)
。
な
お
、

一
九
九
五

年
の
改
正
前
の
私
会
社
の
場
合
(
一
九
九
五
年
の
改
正
前
)
は
二
人
の
基
本
定
款
署
名
者
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。

(
日

H
)
会
社
の
設
立
に
あ
た
っ
て
は
、
登
記
の
申
請
書
を
証
券
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
募
会
社
の
場
合
は
、

そ
れ
に

設
立
さ
れ
る
べ
き
会
社
の
基
本
定
款
お
よ
び
附
属
定
款
の
添
付
を
要
す
る
が
、
私
会
社
の
場
合
は
、
基
本
定
款
の
添
付
は
必
要
で
な
く
、

登
記
申
請
書
に
設
立
さ
れ
る
べ
き
会
社
が
私
会
社
で
あ
る
旨
と
基
本
定
款
記
載
事
項
の
一
部
を
記
載
す
る
こ
と
で
足
り
る
(
会
社
法
一
一



八
条
)
。

(
…

m)
公
募
会
社
に
つ
い
て
三
人
以
上
要
求
さ
れ
る
取
締
役
が
、
私
会
社
の
場
合
は
一
人
で
足
り
る
(
会
社
法
二
二
一
条
)
。
こ
れ
も
従
前

は
私
会
社
に
つ
い
て
も
二
人
以
上
の
取
締
役
の
選
任
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。

(
会
社
法
二
二
八
条
)
、
私
会
社
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

(
-
W
)
公
募
会
社
の
取
締
役
に
は
七
二
才
と
い
う
定
年
制
が
適
用
さ
れ
る
が

(

V

)

公
募
会
社
の
場
合
は
毎
年
一
回
以
上
の
年
次
株
主
総
会
の
開
催
が
必
要
で
あ
る
が
(
会
社
法
二
四
五
条
)
、
私
会
社
に
つ
い
て
は
年

次
総
会
の
開
催
は
義
務
づ
け
ら
れ
な
い

(
同
条
二
項
A
)
。

つ
い
で
、
そ
の
私
会
社
が
、
以
下
の
三
基
準
の
う
ち
二
つ
以
上
を
充
足
す
る
と
き
は
、
そ
の
会
計
年
度
に
お
い
て
小
私
会
社
と
み
な
さ

れ
る
(
会
社
法
四
五
条
A
)
。
す
な
わ
ち
、

181一一一人会社と英法系会社法における規制(二)

a 

当
該
会
社
お
よ
び
そ
の
従
属
企
業
の
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
連
結
し
た
経
常
収
益
の
総
額
が
一

0
0
0万
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・

ド
ル
以
下
で
あ
る
と
き

b 

当
該
会
社
お
よ
び
そ
の
従
属
企
業
の
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
連
結
し
た
総
資
産
の
額
が
五

O
O万
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ド
ル

以
下
で
あ
る
と
き

当
該
会
社
お
よ
び
そ
の
従
属
企
業
が
雇
用
す
る
従
業
員
が
当
該
会
計
年
度
末
に
五

O
人
以
下
で
あ
る
と
き
、
で
あ
る
。

当
該
会
社
が
公
募
会
社
ま
た
は
大
私
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
般
に
適
用
さ
れ
る
会
計
基
準
に
従
っ
て
年
次
計
算
書
類
を
作
成
し
会

計
監
査
役

(gsg
に
よ
る
会
計
監
査
を
受
け
た
う
え
匂
~
そ
の
謄
本
を
株
主
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
年
次
報
告
書
官

B
E
-
5
2

C 
E
E
)
に
添
付
し
て
証
券
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
小
私
会
社
の
場
合
は
、
年
次
計
算
書
類
の
作
成
お
よ
び
会
計

監
査
に
必
要
か
つ
十
分
な
会
計
記
録
(
白
日
。

5片
山
口

m
R
g邑
田
)
を
保
管
す
る
こ
と
で
足
り
る
。
た
だ
し
、
証
券
委
員
会
ま
た
は
議
決
権
株

の
五
%
を
有
す
る
株
主
の
請
求
が
あ
れ
ば
、
計
算
書
類
の
作
成
ま
た
は
会
計
監
査
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
(
会
社
法
二
八
三
純
一
。
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(
1
)

一
九
六
二
年
の
包
括
的
な
模
範
会
社
法
案
と
し
て
の
統
一
会
社
法
に
も
と
づ
く
各
州
会
社
法
の
実
質
的
統
一
の
経
緯
と
同
法
の
主
要
な
特
色
に
つ

い
て
は
、
浪
川
正
巳
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
会
社
法
の
改
正
」
愛
知
学
院
大
学
法
学
研
究
五
巻
一
・
二
号
一
五
頁
以
下
(
同
・
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
会
社
法
の
研
究
〔
一
九
九
九
年
、
成
文
堂
〕
所
収
一
頁
以
下
)
、
栗
山
徳
子
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
会
社
法
統
一
運
動
」
立
正

法
学
二
巻
二
号
七
九
頁
以
下
参
照
。
司
R
8
5
・

d
E沙門
HH戸
わ

C百
円
}
富
山
、
戸
田
当
日
ロ
〉
ロ
印
門
司
白
ロ
p
s
m
N
』
∞

-F-UHYNω
印
lNω
町
一
回
白
凶
?
〉

開ロ円
CH】
巾
出
口
。
。
百
円
)
同
ロ
可
門
担
当
l、
門
町
巾
〉
己
的
可
同
-H山
口
戸
巾
由
印
Oロ
(
同
町
巾
出
向
日
。
口
町
田
氏
芯
ロ

O同開己叶
CU巾白ロ(い
OBH)白ロ
M
N
Tヨ
タ
邑
・

σ可
∞

n
F
B日常
FO片岡
w

]{山田吋
ω申・)℃阿)・]{叶申
l
]
{
∞∞・

(
2
)

明
。
丘
.
〉
ロ
由
民
HMh昨日耐白
58MN・明，
o
E
d
句
ユ
ロ
ロ
目
立
2
0同
h
c否
。
円
山
氏
。
ロ
凹
戸
山
者
(
∞
同
F
E
-
-坦
坦
吋
)
・
同
】
・
怠

(
3
)

連
邦
会
社
法
制
定
の
経
緯
と
州
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
上
回
純
子
「
西
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
英
連
邦
諸
国
会
社
法
の
変
遷
(
三
)
」
名
古
屋

大
学
法
政
論
集
一
四
六
号
六
二
五
頁
以
下
、
安
田
信
之
H
上
回
純
子
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
会
社
法
・
証
券
規
制
の
改
正
の
動
向
」
国
際
商
事
法
務
二

O
巻
八
号
九
五
二
頁
以
下
。
そ
の
詳
細
と
そ
の
後
の
立
法
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
問
。
円
円
同
・
〉
己
由
民
ロ

h
F
H
U
B
S
M〉
皇
宮
山

-
N
-
E
怠
1
8
・
2
1
8
一

H
N
O
S
E
吋

O
B
g
-
n
h昨
∞
芯
℃
E
ロ
∞
2
8
5
Z
M〉
(UCGO門田氏。
a
r
2
5
〉己回同『白
-
E
(呂
志
)
唱
℃
七
回
吋
l臼・

(
4
)

拙
稿
「
有
限
会
社
法
の
規
制
分
化
|
|
英
法
系
の
私
会
社
制
度
の
変
革
を
参
考
と
し
て
」
奈
良
法
学
会
雑
誌
九
巻
三
・
四
号
二
四
八
頁
以
下
参
照
。

(5)

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
他
の
英
法
系
諸
国
と
異
な
り
私
会
社
に
つ
い
て
官
守
見
巾

2
5宮
口
可
の
語
を
用
い
ず
、
官
。
耳
目
m
g
q
g
B
Eロ
可
の
用

語
を
使
用
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
法
は
、
以
前
、
公
募
会
社
守
口
Z
W
2
5宮
口
三
と
私
会
社
(
賞
。
耳
目
巾
g
ミ
g
s
Eロ可)

以
外
に
、
公
募
会
社
に
適
用
さ
れ
る
関
一
不
要
件
を
充
足
し
な
い
で
も
公
衆
に
資
金
の
貸
付
・
預
金
を
勧
誘
で
き
る
第
三
類
型
の
会
祉
と
し
て
の
、

匂
立
〈
同
信

g
E匂
印
ロ
可
を
認
め
て
い
た
。

(6)

明
。
邑
・
〉
ロ
印
片
山
口

h
F
H
U
B
S
M
Y
E℃円白
-N-
℃
に
∞
・
酒
巻
俊
雄
「
英
連
邦
諸
国
の
私
会
社
制
度
」
早
稲
田
法
学
五
三
巻
一
・
二
合
併
号
四
四
|
四

五
頁
、
浪
川
・
前
掲
書
注

(
1
)
四
二
|
四
三
頁
。

(
7
)

こ
れ
ら
の
会
社
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
浪
川
・
前
掲
書
四

O
l四
一
頁
参
照
。

(8)

浪
川
・
前
掲
書
注
(
1
)
四
四
頁
。

(
9
)

酒
巻
・
前
掲
注

(
6
)
四
五
・
四
八
頁
、
浪
川
・
前
掲
書
注
(
1
)
四
四
頁
。
凶
器
?
〉
口
町
可
。
己
znzoロ
H
o
h
o
B
E
D可
戸
田
君
(
品
p

a

s∞
3
・
3
・

Z
N
-
-
一
ピ
玄
Oロ
自
己
出
2Nσ
巾
吋
問
・
己
ロ
己
巾
g
g
D
a
E
m
わ

CBM】白ロ
MNFmZ司
令
p
a
-
g
u
g
-
U
H
y
a
f吋
由
晴
司
o
a
-
〉己的同
E
h
w
河
即
日
出
血
M
y
g匂
S
・

M
-

司・]戸印
C

・



(
刊
山
)
連
邦
会
社
法
の
も
と
で
は
、
同
時
に
成
立
し
た
一
九
八
九
年
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
証
券
委
員
会
法
に
も
と
づ
く
証
券
委
員
会
が
会
社
法
の
運
用
に

関
す
る
監
督
官
庁
と
な
っ
た
(
会
社
法
二
条
)
。
連
邦
会
祉
法
は
、
既
述
の
よ
う
に
首
都
特
別
地
域
に
の
み
直
接
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
実
質
は

州
法
お
よ
ぴ
準
州
法
に
規
定
さ
れ
た
結
果
、
証
券
委
員
会
の
権
限
も
各
州
法
お
よ
び
準
州
法
に
根
拠
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

(
日
)
巴
宮
C
ロ
白
ロ
仏
国
巾
吋
N
σ
R
m
-
E
H
)
5
・
少
匂

-a-一
一
司
O
吋aw
〉己印昨日ロ

hw
岡山由
5
8
M〉
印
ロ
官
出
-M-H)同)
H
g
!
Z
H

(
ロ
)
浪
川
・
前
掲
書
注
(
1
)
四
九
|
五
一
頁
、
拙
稿
・
前
掲
注
(
4
)
二
五
一
頁
。
ピ
立
。
口
出
口
仏
民
qNσ
巾
G
・
2
買釦
-
P
H
6
・芯

la-
な
お
、
私
会
社
に

認
め
ら
れ
る
適
用
免
除
の
詳
細
は
、
司
O
吋a
h
F
H山
田
自
由
白
山
ご
の
旦
門
田
巾

S
H
F
m
百
円
由
件
。
2
u
o
g
Z
H
h
g司
辺
自
立
山
町
片
山
氏
。
ロ
〉
n
H
(
H
S
S
・
開
封
印
品
・

(
日
)
公
募
会
社
の
場
合
、
会
計
監
査
役
は
会
社
か
ら
独
立
し
た
会
計
士
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
、
私
会
社
の
場
合
は
、
そ
の
会
社
の
役
員

(。

B
B司
)
で
あ
る
者
、
役
員
の
パ
ー
ト
ナ
ー
・
使
用
者
ま
た
は
使
用
人
、
役
員
の
使
用
人
の
パ
ー
ト
ナ
ー
ま
た
は
使
用
人
で
あ
る
者
も
認
め
ら
れ

る
(
会
社
法
三
二
四
条
一
項
f
号)。

(
日
比

)
F
e
g
D
白
ロ
乱
回
巾
吋
Nσ
巾
お
唱
田
口
問
】
円
白
・
少
同
)
叶
叶
目

183一一一人会社と英法系会社法における規制(二)

( 

) 

一
九
九
五
年
第
一
次
会
社
法
簡
素
化
法
に
よ
る
一
人
会
社
の
容
認

一
九
九
五
年
第
一
次
会
社
法
筒
素
化
法
に
よ
っ
て
、
私
会
社
に
つ
い
て
は
、

前
述
し
た
よ
う
に

そ
れ
が
大
私
会
社
で
あ
る
と
小
私
会

社
で
あ
る
と
に
か
か
わ
り
な
く
、
基
本
社
員
が
一
人
で
あ
る
会
社
の
設
立
と
、

一
人
の
取
締
役
に
よ
る
会
社
運
営
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

一
人
株
主
が
同
時
に
一
人
の
取
締
役
を
兼
ね
る
場
合
も
生
じ
る
の
で
、

そ
れ
ら
の
各
場
合
に
関
す
る
特
殊
な
法
律
関
係
に
つ
い

な
っ
た
。

て
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

(
1
)
 

一
人
私
会
社
の
設
立

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
も
一
般
会
社
の
設
立
に
つ
い
て
は
、

設
立
登
記
の
方
法
に
よ
る
手
続
が
採
ら
れ
て
い
る
。

一
人
会
社
の
設

立
は
私
会
社
に
の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
、

選
択
の
対
象
と
な
る
会
社
形
態
は
、
株
式
会
社
か
株
式
資
本
を
有
す
る
無
限
責
任
会
社
の
い
ず

れ
か
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
法
の
も
と
で
は
株
式
会
社
か
株
式
資
本
を
有
す
る
保
証
有
限
責
任
会
社
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
と
異
な
る
。
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公
募
会
社
設
立
の
場
合
は
、
会
社
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
基
本
定
款
署
名
者
は
、
設
立
さ
れ
る
べ
き
会
社
の
基
本
定
款
お
よ
び
附
属

定
款
を
作
成
し
た
後
、

一
定
の
事
項
を
記
載
し
た
所
定
の
形
式
の
登
記
申
請
書
(
任
命
者
℃
青
山
件
目
。
ロ
沙
ご
.
。
阻
印
可
己
目
。
ロ
)
に
、
こ
れ
ら
の

基
本
定
款
お
よ
び
附
属
定
款
と
所
定
の
文
書
(
取
締
役
の
就
任
承
諾
書
、
会
社
の
本
底
所
在
地
を
記
載
し
た
通
知
)
を
添
付
し
、
登
記
子

数
料
を
支
払
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
証
券
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
会
社
法
一
一
八
条
一
項
・
一
一
項
)
。
証
券
委
員
会
は
、

こ
れ
ら
法
定
要
件
の
充
足
を
確
認
す
る
と
、
会
社
の
登
記
を
し
た
う
え
で
設
立
証
明
書

(
2
3
5
2
R
丘
B
m
E
E昨
日
。
ロ
)
を
発
行
す
る
(
会

社
法
一
一
二
条
一
一
項
)
。
こ
の
証
明
書
は
登
記
の
日
付
を
特
定
し
か
っ
そ
の
日
に
法
人
た
る
会
社
が
成
立
し
た
旨
と
、
会
社
の
種
類
お
よ
び

そ
の
会
社
が
公
募
会
社
か
私
会
社
か
の
区
別
を
記
載
し
て
い
る
(
同
条
二
項
|
四
項
)
。
提
出
さ
れ
た
基
本
定
款
は
証
券
委
員
会
の
デ
ー
タ

(
日
)

べ
i
ス
を
通
じ
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

基
本
定
款
の
記
載
事
項
は
、
株
式
会
社
に
つ
い
て
は

(a)
会
社
の
名
称
、

(
b
)
会
社
の
株
式
資
本
の
額
と
株
式
資
本
が
二
足
額
の
株

式
に
分
か
た
れ
る
こ
と
(
こ
の
記
載
は
株
式
資
本
を
有
す
る
場
合
で
も
無
限
責
任
会
社
に
は
適
用
さ
れ
な
い
て

(
C
)
社
員
の
責
任
が
有
限

で
あ
る
こ
と
、

(d)
基
本
定
款
署
名
者
が
会
社
を
設
立
し
か
っ
特
定
数
の
株
式
の
取
得
に
合
意
す
る
旨
の
記
載
、
す
な
わ
ち
社
団
結
成
条

n-m呂
田
ゆ
)

お
よ
び

(e)
基
本
定
款
署
名
者
の
氏
名
・
住
所
と
職
業
を
記
載
し
て
署
名
す
る
署
名
者
条
項
(
団
己

Z
R
p
q

(
国
)

で
あ
る
(
会
社
法
一
一
七
条
)
。
会
社
が
目
的
条
項
を
記
載
す
る
か
否
か
は
原
則
と
し
て
任
意
で
あ
る
。

項

S
E
R
-
ω
色
。
ロ
己
山
口
由
。
)
、

こ
れ
に
対
し
、
私
会
社
設
立
の
場
合
は
手
続
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
設
立
さ
れ
る
べ
き
会
社
の
基
本
定
款
の
作
成
は
必
要
で
あ
る
が
、

登
記
申
請
書
を
証
券
委
員
会
に
提
出
す
る
際
、
こ
れ
に
添
付
す
る
こ
と
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
登
記
申
請
書
に
設
立
さ
れ

る
べ
き
会
社
が
私
会
社
で
あ
る
旨
と
、
基
本
定
款
記
載
事
項
の
一
部
、
す
な
わ
ち
前
記
記
載
事
項
の
う
ち
(
a
)
(
b
)
(
C
)
(
e
)
を
記
載
す

(
げ
)

る
こ
と
を
要
す
る
(
同
条
三
項
)
。

一
人
会
社
の
基
本
定
款
に
は
、
社
団
結
成
条
項
は
不
要
で
あ
り
、
基
本
定
款
署
名
者
一
人
に
よ
る
会
社

設
立
の
意
図
の
表
明
と
一
株
以
上
の
株
式
取
得
と
署
名
が
な
さ
れ
る
形
で
の
最
終
条
項
と
な
る
。
こ
の
私
会
社
の
設
立
申
請
書
も
公
衆
の



閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

附
属
定
款
の
作
成
お
よ
び
提
出
は
、
保
証
有
限
責
任
会
社
、
株
式
・
保
証
有
限
責
任
会
社
お
よ
び
無
限
責
任
会
社
を
除
く
す
べ
て
の
会

社
(
公
募
会
社
た
る
と
私
会
社
た
る
と
を
問
わ
な
い
)
に
と
っ
て
任
意
で
あ
る
。
証
券
委
員
会
に
附
属
定
款
を
提
出
し
な
か
っ
た
会
社
は
、

会
社
法
付
則
一
・
付
表
A
の
模
範
附
属
定
款
を
採
択
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
(
会
社
法
一
二
五
条
)
。

以
上
の
よ
う
な
会
社
設
立
子
続
を
、

一
九
九
六
年
の
第
二
次
会
社
法
簡
素
化
法
案

(
p
o
r
n
o
E
n
o号
。
E
S
F
E司
盟
B
1出
g民
O
D

田
口
)
は
、
さ
ら
に
簡
素
化
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
ま
ず
、
既
述
の
よ
う
に
現
行
法
上
公
募
会
社
の
設
立
に
は
五
人
以
上
の
基
本
社

員
の
存
在
が
要
求
さ
れ
る
が
(
会
社
法
一
一
四
条
て
そ
れ
を
私
会
社
と
同
様
に
一
人
で
足
り
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
会
社
設
立
に
際
し

て
作
成
さ
れ
る
基
本
定
款
の
制
度
を
廃
止
し
、
会
社
の
基
本
的
構
成
は
会
社
法
が
定
め
る
代
替
的
規
制
に
委
ね
る
か
、
当
該
会
社
の
特
別
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の
必
要
に
応
え
て
作
成
さ
れ
る
附
属
定
款
に
よ
る
か
の
選
択
を
会
社
に
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
会
社
法
の
代
替
的
規
制
の
一
部
が
私
会
社
に

適
用
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
会
社
の
登
記
申
請
書
(
現
行
の
も
の
よ
り
記
載
事
項
が
拡
大
さ
れ
る
)
を
証
券
委
員
会
が
受
理
す
る
こ
と
で

(
叩
岬
)

会
社
が
成
立
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(
2
)
 

一
人
私
会
社
の
組
織
・
運
営

株
式
会
社
の
運
営
管
理
に
関
す
る
機
闘
が
株
主
総
会

(
m
g
R包
B
g吾
伝
え

505σ
角
的
)
と
取
締
役
(
任
命
色
5
2
0
5
)
で
あ
る
こ

と
は
、
公
募
会
社
た
る
と
私
会
社
た
る
と
を
問
わ
ず
同
一
で
あ
る
。
た
だ
、
会
社
を
社
員
の
契
約
的
結
合
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
法
の
も
と
で

は
、
既
述
の
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
取
締
役
の
権
限
は
す
べ
て
株
主
に
由
来
す
る
も
の
と
み
る
の
で
、
そ
の
制
度
内
容
も
専
ら
定
款
規
定

を
通
じ
て
社
員
間
契
約
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
取
締
役
の
権
限
関
係
も
主
と
し
て
附
属
定
款
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
し

か
も
、

そ
の
権
限
は
、
取
締
役
の
全
体
(
岳
ぬ
島
5
2
0
3
)
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
取
締
役
会
言
。
ω丘
え

門田町

onzg)を
通
じ
て
行
使
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
実
際
の
執
行
行
為
は
取
締
役
の
な
か
か
ら
任
命
さ
れ
る
業
務
執
行
取
蹄
役
(
自
包
括
a
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(

刊

日

)

日
出
向
門
出
足
円
宮
司
)
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
法
に
お
け
る
株
式
会
社
の
機
関
体
制
も
こ
れ
と
ほ
ぽ
同
一
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
支
え
る
現
行
法
の
基
礎
理
論
は
イ
ギ

リ
ス
と
異
な
っ
て
取
締
役
会
を
株
主
総
会
に
従
属
す
る
も
の
と
み
る
代
理
理
論

S
m
gミ
s
g弓
)
に
は
よ
ら
ず
、
む
し
ろ
株
主
総
会
と

取
締
役
会
と
は
会
社
法
お
よ
び
附
属
定
款
に
よ
っ
て
別
個
に
権
限
の
配
分
が
な
さ
れ
た
二
つ
の
機
関
と
す
る
立
場
に
立
脚
す
る
傾
向
が
強

(
初
)

ぃ
。
附
属
定
款
は
会
社
業
務
に
関
す
る
広
範
な
権
限
を
取
締
役
会
に
付
与
し
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
そ
の
典
型
例
が
会
社
法
付
表

(叶

ω
E
O
)
A
の
模
範
附
属
定
款
の
規
定
六
六
条
で
あ
る
。
同
条
は
、
会
社
の
業
務
は
取
締
役
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
べ
き
こ
と

(
同
町
。

百回目
HMOE
え

8
5℃
mDMH印

E
Z
U
O
B
E認め己
σ可
任
命
色

5
2
0
3
)
を
定
め
る
。
そ
の
結
果
、
取
締
役
は
特
に
株
主
総
会
に
付
与
さ
れ
た

権
限
を
除
く
会
社
の
す
べ
て
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
権
限
は
株
主
総
会
か
ら
で
は
な
く
附
属
定
款
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ

た
も
の
と
み
る
。

理
論
的
に
は
公
開
会
社
の
取
締
役
会
を
、
所
有
と
経
営
の
分
離
を
背
景
に
、
株
主
総
会
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
業

務
執
行
に
関
す
る
最
高
・
固
有
の
権
限
を
有
す
る
機
関
と
佐
置
づ
け
る
ア
メ
リ
カ
法
の
立
場
に
接
近
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、

イ
ギ
リ
ス
法
と
ア
メ
リ
カ
法
と
の
折
衷
的
立
場
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

反
面
、

一
つ
の
会
社
法
の
な
か
に
所
有
と
経
営
が
分
離
し
て
い
な
い
閉
鎖
的
会
社
と
し
て
の
私
会
社
制
度
を

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
法
は

包
含
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
会
社
に
つ
い
て
一
人
会
社
を
認
め
、

一
人
株
主
が
一
人
取
締
役
を
兼
ね
る
事
例
す
ら
許
容
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
理
論
で
規
律
で
き
な
い
実
態
を
一
つ
の
会
社
法
の
規
制
の
み
で
処
理
し
よ
う
と
す
る
た
め
、
次
に
述
べ
る
よ
う

な
こ
れ
ら
の
各
場
合
に
対
応
し
う
る
よ
う
な
詳
細
な
特
則
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
会
社
法
の
な
か
に

(
幻
)

(
会
社
法
第
了
五
部
)
「
小
企
業
ガ
イ
ド
」
(
∞
宮
山
口
回

5
E
O訟
の
巳
仏
巾
)
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
小
企
業
が
利
用
す
る
最
も
一
般
的

な
会
社
形
態
で
あ
る
私
会
社
た
る
株
式
会
社
(
望
。
胃
庄
司
可

g
B
E
E
S
-日B
E込
耳
目

g
z
e
に
適
用
さ
れ
る
会
社
法
の
主
要
規
制
を

(
幻
)

要
約
し
、
利
用
の
指
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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(日
)

H
，
o
s
a
w
-
』

R
E
s
h
r
d『
S
E
R
-
。。門司

O円由民
O
B
E
d『
h
p
-
p
n
-
1
2・
3
ロ
ミ
自
己

p
o
n
m
g
G
E
E
-
-
5
8
)
・
害

-H815m-
一

F
e
gロ
自
民
田
町
吋
NVm吋
m-
回己目】吋回・由・
U
-
∞由・

(
日

m)

口
聞
き
ロ
g
a
F
R
Z『
肉

-
g
u
g・
由
七

-g-

(
口
)
ロ
ヌ
o口
問
ロ
仏
国
巾
吋
Nσqm-
凹己
U
S・タ

UU・印
ω
印由・

(
四
)
ピ
ヌ
oロ
自
己
出
常
任
叩
門
間
・
曲
者
吋
同
・
由
・

8
・忠・

8
・
な
お
、
第
二
次
会
社
法
簡
素
化
法
案
の
一
九
九
五
年
の
草
案
に
つ
い
て
は
、
、
『
o
s
a
w
-

E
n
E
oロ
hwd司
S
E
R
-
印者同曲・

5
・同省

-HEIH田町・

(
四
)
拙
稿
「
一
人
会
社
と
英
法
系
会
社
法
に
お
け
る
規
制
(
一
こ
本
誌
一

O
巻
三
・
四
号
一

0
7
l
一
O
二
頁
。

(
怨
口
宮

8

8仏
軍
R
Z括・

8
匂
g
・
タ
匂
・

ω旧日・

(
幻
)
会
社
法
第
了
四
部
(
司
R
口
・
品
)
は
、
会
社
法
を
利
用
す
る
者
の
援
け
と
な
る
技
術
的
規
定
と
し
て
、
第
一
一
一
条
J
に
「
小
企
業
ガ
イ
ド
」
の

規
定
を
置
き
、
同
条
二
項
は
「
本
法
に
も
と
づ
き
証
券
委
員
会
が
発
す
る
規
則
ま
た
は
文
書
に
反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
改
正
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、

本
法
第
一
・
五
部
の
小
企
業
ガ
イ
ド
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
、
会
社
法
第
一
・
五
部
に
「
小
企
業
ガ
イ
ド
」
を
定
め
て
い
る
。

(
m
μ
)

司
o
a
-
k
r
g民ロ
hw
河
川
吉
田
昌

-
E
U『同
-
N

・
B
-
E∞ーに由・一円、目立
oロ
自
己
田
町
円
NURm-
白石弓白・

?
?
2
・
ま
た
、
小
企
業
ガ
イ
ド
の
具
体
的
内

容
は
、
口
U
S
F
国
2
N
σ
R
m
除

Z
巾
8
8・開
8
8色白】
(UO弓
O円由民
0

5

戸市岡山田】白昨日
0
ロ

(HUU∞
邑
・
)
・
問
者
・
品
目
ωーミ
ω
・
を
参
照
の
こ
と
。

(
未
完
)


